
伊佐市農業委員会第４回総会議事録 

 

１．開催日時  令和５年７月28日（金）午前９時00分から９時22分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （25人） 

    会  長        13番委員 

    委  員 

     

農業委員 農地利用最適化推進委員

1 番委員 7 番委員 1 番推進委員 9 番推進委員

2 番委員 8 番委員 2 番推進委員 10 番推進委員

3 番委員 9 番委員 4 番推進委員 11 番推進委員

4 番委員 10 番委員 5 番推進委員 13 番推進委員

6 番委員 11 番委員 6 番推進委員 14 番推進委員

12 番委員 7 番推進委員 15 番推進委員

8 番推進委員      
４．欠席委員  （２人） 
      
５．議事日程 

  第１ 会議録署名委員の指名  ９番委員    10番委員  

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定につ

いて 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第３号「非農地証明願」について 

 

６．農業委員会事務局職員 

          事 務 局 長     農地振興係長    

農地振興係書記    農地振興係書記   
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【開始時間  午前９時00分】 

 

事 務 局 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

おはようございます。只今より、令和５年度 第４回農業委員会総会を

開催いたします。姿勢を正してください。一同礼。 

本日の出席人数は１２名で、規定に達しておりますので総会は成立いた

します。それでは、会長よろしくお願いします。 
 

皆様おはようございます。ここ何日か非常に温度が高い日が続いており

ます。熱中症対策を十分に取っていただき、水分を取りながら活動をお願

いいたします。 
本日の議事録署名委員を指名いたします。９番農業委員と１０番農業委

員にお願いいたします。皆様にお願いします。総会時間中は、私語、雑談

を禁止いたします。ご意見質問は、報告終了後にお願いいたします。 
只今より総会を始めます。 

 
―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より諸般の報告について、報告１号「農地法第１８条第６項の規

定による通知」についての報告を求めます。 

 

資料１ページをお開きください。報告１号「農地法第１８条第６項の

規定による通知」につきまして、農業経営基盤強化促進法による解約が３

件、うち中間管理機構経由が２件です。以上、報告を終わります。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し委員番号をお願いいた

します。ご意見、質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 
なしということですので、只今から議案の審議に入ります。議案第 1

号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定について議

題とします。事務局の報告を求めます。 
 

議案第1号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定

のうち、貸借について説明いたします。５ページの総括表をご覧ください。

期間は３年から１０年で、面積は合計３２，３４４㎡で利用権を設定する
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

者の数は１１人、設定を受ける者の数は９人です。土地の詳細については

資料２ページから４ページ、番号１番から１１番のとおりです。以上で説

明を終わります。ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

 事務局の報告が終わりました。委員の皆さんご意見、質問はございませ

んか。 

 

 （「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第１号について事務局の報告のとおり、決定することに賛成の農業

委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」

に係る意見については決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて提案いたします。整理番号１番から７番まで一括で報告をお願いしま

す。ご意見、ご質問は、全ての報告終了後お願いいたします。 

整理番号１番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号１番につきまして、去る７月２１日に現地調査を行いま

したので、２番が報告いたします。 

申請人 ＭＳさんは、伊佐市菱刈川南に居住され、年齢は４２歳です。 

渡し人 ＤＭさんは、埼玉県児玉郡上里町大字七本木に居住される市外

住民です。 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字加治屋川２２４番２ほか１筆、地目は全て

田、地積は２筆合計で４，４８２㎡の所有権移転売買になります。 

農業従事者は３名で、通作距離は自宅から約１．５ｋｍで現況は良く管

理された農地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証

明書その他必要書類が添付してあります。委員の皆様方のご審議方よろし
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議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

くお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

整理番号２番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号２番につきまして、去る７月２１日に現地調査を行いま

したので、１１番が報告いたします。 

申請人 ＳＫさんは、伊佐市大口鳥巣に居住され、年齢は３４歳です。 

渡し人 ＹＩさんは、神奈川県横浜市緑区上山に居住される市外住民で

す。 

申請地は、伊佐市大口大田字稲荷ノ後２１５０番１、地目は畑、地積は

７８５㎡の所有権移転売買になります。 

農業従事者は３名で、通作距離は自宅から約３ｋｍで現況は良く管理さ

れた農地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証

明書その他必要書類が添付してあります。委員の皆様方のご審議方よろし

くお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

整理番号３番について、１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号３番につきまして、去る７月２１日に現地調査を行いま

したので、１番が報告いたします。 

申請人 ＨＴさんは、伊佐市大口青木に居住され、年齢は８５歳です。 

渡し人 ＨＭさんは、岡山県和気郡和気町泉に居住される市外住民で

す。 

申請地は、伊佐市大口青木字松尾山２４３２番４ほか４筆で、地目は田

が１筆と畑が４筆、地積は５筆合計で３，５０８㎡の所有権移転贈与にな

ります。 

農業従事者は２名で、通作距離は自宅から約１ｋｍで現況は良く管理さ

れた農地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証

明書その他必要書類が添付してあります。委員の皆様方のご審議方よろし

くお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

整理番号４番について、１０番農業委員の報告を求めます。 
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１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号４番につきまして、去る７月２５日に現地調査を行いま

したので、１０番が報告いたします。 

申請人 ＵＫさんは、熊本県多摩郡錦町大字西に居住される市外住民で

す。 

渡し人 ＨＮさんは、伊佐市大口田代に居住され、年齢は８８歳です。 

申請地は、伊佐市大口田代字八久保１４９６番地３、地目は畑、地積は

２，６１３㎡の所有権移転売買になります。 

農業従事者は３名で、通作距離は自宅から約４０ｋｍ、５０分ぐらいで

到着するということです。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証

明書その他必要書類が添付してあります。委員の皆様方のご審議方よろし

くお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

整理番号５番について、３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号５番につきまして、去る７月２１日に現地調査を行いま

したので、３番が報告いたします。 

申請人 ＨＴさんは、伊佐市大口下殿に居住され、年齢は６１歳です。 

渡し人 ＨＳさんは、伊佐市大口下殿に居住され、年齢は９０歳です。 

申請地は、伊佐市大口下殿字須和野４５４番３ほか４筆、地目は田が４

筆と畑が１筆で、地積は５筆合計で６，７３５㎡の所有権移転贈与になり

ます。 

農業従事者は１名で、通作距離は自宅から約１．２ｋｍで現況は良く管

理された農地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証

明書、営農計画書その他必要書類が添付してあります。委員の皆様方のご

審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

整理番号６番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号６番につきまして、去る７月２５日に現地調査を行いま

したので、４番が報告いたします。 
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議 長 

 

１ ２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

申請人 ＷＲさんは、伊佐市菱刈市山に居住され、年齢は３２歳です。 

渡し人 ＨＴさん外２名は、東京都町田市相原町に居住される市外住民

です。 

申請地は、伊佐市大口大島字杉ノ本４９５番２ほか１筆で、地目は全て

畑、地積は２筆合計で８９７㎡の所有権移転売買になります。 

農業従事者は１名で、通作距離は自宅から約６ｋｍにある農地です。経

営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証

明書、営農計画書その他必要書類が添付してあります。委員の皆様方のご

審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

整理番号７番について、１２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号７番につきまして、去る７月２１日に現地調査を行いま

したので、１２番が報告いたします。 

申請人 ＴＡさんは、伊佐市菱刈市山に居住され、年齢は７５歳です。 

渡し人 ＳＩさんは、伊佐市菱刈市山に居住され、年齢は７４歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈市山字大丸９５４番、地目は田、地積は２，８８

６㎡の所有権移転売買になります。 

農業従事者は２名で、通作距離は自宅から約５００ｍで現況は良く管理

された農地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証

明書その他必要書類が添付してあります。委員の皆様方のご審議方よろし

くお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。整理番号１番か

ら７番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１番から７番については許可が決定いたしま
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議 長 

 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

した。議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る処分決定

について、申請件数７件について、７件の許可が処分決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

 

議案第３号「非農地証明願」について提案いたします。整理番号１番に

ついて、８番農業委員の報告を求めます。 
 

議案第３号「非農地証明願」についてのうち整理番号１番について、

去る７月２１日に、申請人の ＩＹさんの立会いのもと、１１番推進委員、

１４番推進委員、私８番農業委員の３名で共同調査をしましたので、８番

が報告します。 
申請人は、伊佐市菱刈南浦にお住いの ＩＹさんです。 
申請地は、伊佐市菱刈南浦字中木場５０２番で、地目は田、地積は９

６７㎡です。 
申請地の所在地は、未来館から南へ約１ｋｍに位置しており、周囲の

状況は、北側は山林、東側も山林、西側は原野、南側も原野であります。 
非農地になった時期及び理由としては、正確な年月日は不明ですが２

０年以上前から鳥獣外被害及び日照条件の悪さにより耕作しなくなり現

在に至っております。 
調査の結果、既に農地性は喪失しており農地への復旧は困難であると

３名の調査員とも判断しました。添付書類として、全部事項証明書、位置

図、字図等が添付されています。委員の皆様方のご審議方よろしくお願い

いたしまして私の報告を終わります。 
 

報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。整理番号１番に

ついて、非農地として証明することに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１番は、非農地証明が決定いたしました。整

理番号２番については、取下げ申請が提出されました。 
 

議案第３号「非農地証明願」については、２件申請のうち１件の取下げ、



7 
 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

２番農業委員 

 

事 務 局 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 長 

 

 

 

 

１件の非農地証明が決定いたしました。 

 

その他、事務局お願いします。 

 
総会資料の最終ページをお開きください。７月の月例報告をいたしま

す。５日、７月の定例常設審議委員会が開催されましたが、諮問案件があ

りませんでしたので欠席でした。２１日、市内現地調査を一斉に行いまし

た。２８日、本日ですが第４回農業委員会総会です。 

８月の行事予定ですが、７日に８月の定例常設審議委員会が鹿児島市で

開催予定です。２４日が現地調査です。２９日が第５回農業委員会総会と

なります。月例報告は以上です。 

 
その他、皆様から何かございませんか。 

 
事務局からですが、地域計画について説明をいたします。令和６年度末

までに地域計画を策定する中で計画自体は農政課で行いますが、農業委員

会として目標地図の素図を作成するための意向調査を行うこととなって

おります。伊佐市内の農地を持つ方に自治会を通してアンケート調査を行

う計画でございます。９月を目途に配布をする計画です。その後回収した

後、未回収の世帯につきましては委員の皆様に戸別訪問をお願いしたいと

考えております。調査時期につきましては、アンケートの回収を踏まえて

調整したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 
その他、皆様から何かございませんか。 

 
そのアンケート調査の内容は早めに判りますか。 

 
次の総会の時にアンケートの内容は配布させて頂きたいと思います。 

 
その他、皆様から何かございませんか。 

 
（「なし」という声、あり。） 

 
以上で、令和５年度 第４回農業委員会総会を終了します。 

姿勢を正してください。 

一同礼。おつかれ様でした。 

 

【終了時間  午前９時22分】 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 
 

伊佐市農業委員会 

 
 

会     長    会  長     
 

伊佐市農業委員     ９ 番      

                   

伊佐市農業委員     10 番     
 

 

  

  

 


